
















 

 - 6 - 
 

11．科学技術振興機構によるコーディネーターの定義 
大学や独立行政法人の研究機関や公設試験研究機関等の公的研究機関の研究成果を発掘して商品

化するまでの段階においてさまざまな支援を行う人材、またはその研究成果をもとにベンチャー企
業の設立および育成の段階において経営支援も含めて支援を行う人材（養成中の人材も含める）。勤
務形態は常勤または非常勤とし、活動の対価として謝礼を活動毎に支払う方等は除く（非常勤の場
合でも週何日、月何日と勤務形態が決まっていること）。なお、対象とする業種は、製造業および情
報サービス業（通信・ソフトウエア等）に限る。 

〔出所〕科学技術振興機構「『科学技術コーディネータの調査・報告』に関わる報告書」から作成 

12．日本経団連報告書 
１． 「国際競争力強化に向けたわが国の産学官連携の推進～産学官連携に向けた課題と推進策～」
（2001年10月） 

◆産学官連携に対する産業界の考え方 
・わが国では、産学官の連携が必ずしも十分に行われておらず、日米間の産業競争力格差の大き
な要因となっている 

・わが国の企業は、世界中から実用化に向けたシーズを積極的に探しており、日本の大学が最高
水準の研究を行い、大学内における産学連携の環境を整備すれば、国内における産学官の連携
は進む 

◆産学官連携の好循環を作り出すためのシステム改革が必要 
・産学官連携が評価されるシステムの構築 
・産学官の人材交流の活性化 
・産学官の相互理解の促進とインターフェースの充実 
・世界最高水準のシーズ創出ができる大学のあり方 

２．「産学官連携による産業技術人材の育成促進に向けて」（2003年3月） 
◆優れた科学技術を新たな産業創成につなげる産業技術人材の戦略的な育成が急務 
◆人材育成を担う大学の機能強化 

・大学の国際競争力強化 
・多様性の確保 
・産学連携・発信機能の強化 

◆産業技術人材の教育制度の充実 
・学部教育の充実 
・実践重視の工学系大学院教育 
・社会人等を対象としたMOTプログラムの普及 
・共同研究・委託研究のさらなる推進 
・産学官連携による人材育成の定期検討 

◆政府の役割 
・競争環境の整備（評価制度の充実） 
・優れたプログラムに対する効率的支援の充実 

３．「産学官連携による高度な情報通信人材の育成強化に向けて」（2005年6月） 
◆わが国の高度情報通信人材は危機に瀕しており、高度通信人材の育成に関する国家戦略が必要 
◆大学・大学院における実務教育機能の強化に向けた産学官連携による具体的なアクション・プラ
ン 
・産学官の対話にもとづく先進的実践教育拠点の整備 
・先進的実践教育における取組み 
・評価とフィードバック 

４．「イノベーションの創出に向けた産業界の見解―『イノベーター日本』実現のための産学官の新
たな役割と連携のあり方―」（2005年12月） 

◆企業、大学、公的研究機関、政府が、適切な連携と役割分担の下に、スピード感覚を持って、イ
ノベーションの創出を図っていくことを期待 

◆イノベーションの創出に向けた産学官の新たな役割と連携のあり方について以下を提言 
・イノベーションの種の創出に向けた取組みの強化 
・市場環境整備と一体となったイノベーションの種の育成 
・イノベーションの創出に向けた横断的な仕組みの構築 

〔出所〕日本経団連報告書から作成 
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13．関経連報告書 
１．「産学官連携に関する提言―技術移転・事業化の推進に向けて欧州の成功事例に学ぶ―」（2003
年5月） 

◆わが国における雇用創出・経済活性化を加速させるため、産学官連携による技術移転・事業化を
どのように推進すべきか 

◆産自ら産学官連携の推進に積極的な役割を果たすべき 
・産学官連携の体制整備（企業側における産学官連携窓口の明確化や専門部署の設置） 
・大学やTLOの専門家等の派遣・紹介、産学官連携を担う人材の育成への支援・協力 
・大学発ベンチャー創出・育成支援のファンド充実や試作工場等の整備に対する支援・協力 

２．「産学官連携による事業化促進に向けて」（2007年5月） 
◆産学官連携の課題「中間とりまとめ」（2006年8月）アクション・プランを具体化 
◆アクション・プラン1 大学における効果的な連携体制の構築 

・個別大学と会員企業との検討を行うため、立命館大学・大阪大学と会合を実施したほか、成功
事例をモデルケースとして他に広げていく取組み等を実施。 

・産と学の連携体制を構築し、成功事例を構築するための効果的な場を作ることが必要であるた
め、今後は新たな大学とも会合を開催するほか、引続き成功事例をモデルケースとして紹介し、
他の事例につなげる取組みを実施。 

◆アクション・プラン2 企業OB活用の仕組みの構築 
・国の支援施策と課題およびコーディネーター機関の現状と課題を整理したほか、企業OB活用
に関する企業の意向調査を実施。 

・今後は、コーディネーター機関と企業OB人材とのマッチング、国の事業を活用したコーディ
ネーター活動の充実・強化、コーディネーター機関による情報連絡の場作りを実施。 

◆アクション・プラン3 産学官連携をベースとした大企業と中小企業の連携の仕組みの構築 
・三者連携（大学、大企業、中小企業）の仕組みの構築を目指し、近畿経済産業局と連携したほ
か、中小企業支援機関と会合を実施。 

・イコールパートナーの意識、連携モデルの創造とその発信、継続的な場作りが重要であるため、
中小企業支援機関との会合を継続。また、官の事業支援の観点から近畿経済産業局の参画を求
めるほか、トータルコーディネート役として地域金融機関の参画の働きかけを実施。 

〔出所〕関経連報告書から作成 

14.第8回産学官連携推進会議「第7回産学官連携功労者表彰」(2009年6月)の受賞事例 
 受賞例 

内閣総理大臣賞 エルビウム光ファイバ増幅器（EDFA）の開発とその高度化 
「EB ウイルスを用いたヒトリンパ球由来抗体の大量作製技術」の開発 科学技術政策担当大

臣賞 「環境にやさしいナノテクものづくり」拠点形成の推進 
総務大臣賞 バス経路検索システム「バスネット」および機能集約型インテリジェントバス停の

研究開発 
重イオンビームを用いた新しい育種法の開発 
ダチョウによる新たな抗体大量作製技術を用いた鳥インフルエンザ防御用素材の開
発 

文部科学大臣賞 

「無冷媒強磁場超伝導マグネット装置」の開発 
厚生労働大臣賞 ヒト化抗ヒト IL-6 受容体抗体（アクテムラ）の製品化 
 「EBUS-TBNA システム」の開発 
農林水産大臣賞 安全なエビ（バナメイ）の生産システム・プラントの開発 

世界最軽量の汎用小型風力発電システムの開発 経済産業大臣賞 
「4 次元 X 線 CT 装置」の開発 
次世代低公害大型自動車の開発 国土交通大臣賞 
「草の根 ITS」の導入・推進 

環境大臣賞 「木質バイオマスを全量燃料にするパイロコーキング技術」の開発 
日本経済団体連合会
会長賞 

世界初・水素材料に関する先端科学研究センターを設立－世界の頭脳が集結した産
学官連携拠点－ 

日本学術会議会長賞 「大規模糖鎖解析装置及び疾患マーカー探索技術」の開発 
〔出所〕産学官連携推進会議ウェブサイトから作成 
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15.ベンチャーキャピタルの取組み例 
ベンチャーキャピタルは、産学官連携において、将来性のある未公開企業の成長・発展を投資等

で支援している。日本ベンチャーキャピタル協会は、事業の一つとして「大学・研究機関・中央省
庁・自治体等との連携」を掲げ、情報発信を行っている。 
個々のベンチャーキャピタルをみると、これまでに産学連携を目的とした15のファンドが設立さ

れ、そのうちの11のファンドが実際に投資を行っている。また、各地域で実施されている産学官連
携フォーラムや産学官連携推進会議等のシンポジウムへの協力も行っている。 

 
○ 東北イノベーションキャピタルの活動 
東北イノベーションキャピタル（TICC）は、地域固有の資源や自社独自のネットワークを最

大限に活用した独立系ベンチャーキャピタルとして活動している。TICC の第 1 号ファンド「東
北インキュベーションファンド」は、大学等の先端的な技術シーズを活用して事業展開を行う将
来有望な未公開企業に戦略的な投資を行い、東北地域から世界へ発信できるベンチャーの創出を
図ることを目的としている。投資領域を東北 7 県に限定したこのファンドは、投資後、ビジネス
プラン策定や経営を共同で行い、技術評価等を含め、出口までの誘導を行うハンズオン支援を行
っている。さらに、2006 年 8 月には、第 2 号ファンド「東北グロースファンド」を立ちあげた。
第 1 号ファンドはアーリーステージの企業のみを対象としていたことに対し、第 2 号ファンドは
第 2 創業に取り組む有力な企業にも手を広げることで、地域内の中小企業の成長を目的とすると
ともに、ファンドが大学の知恵を活用する接点としての役割を果たすことも目的としている。  

〔出所〕日本ベンチャーキャピタル協会ウェブサイト資料、東北イノベーションキャピタルウェブサイト資料から作成 
16.銀行によるファンド創設等の取組み 

１．ファンド創設：みなと銀行における「みなと元気ファンド」 
 みなと銀行は、2004 年に「神戸大学との地域産業活性化のための業務連携」の協定を結んでおり、
顧客となる企業からの相談内容のうち、従来対応できなかった技術系相談を神戸大学への依頼およ
び技術相談会の開催等、企業側のシーズを大学側に提供する役割を果たしてきた。そうした協力体
制を発展させ、2004、2005 年度に地元企業の第 2 創業、（大学発）ベンチャー育成などの支援を目
的とした、公募型の「みなと元気ファンド」を設立し、その技術評価に神戸大学の連携創造本部の
教員が参加している。 
２．ネットワーク：滋賀銀行における「野の花応援団」 
 滋賀銀行では、ニュービジネスの市場の各プレーヤー（産学官金）を有機的なネットワークによ
り各段階に沿った形でサポートができるような体制として、2002 年に「野の花応援団」を設立した。
このネットワークの具体的な活動として、①コーディネート活動（産学・産官連携等のコーディネ
ート）、②金融支援機能（投融資による資金調達の支援）、③「産学官金テクニカルアドバイザリー
ボード」機能（技術評価や目利き）、④株式会社支援機能（株式公開に向けたコンサルティングの実
施）、⑤セミナー等の開催の 5 つがあげられる。 

〔出所〕みなと銀行ウェブサイト資料、滋賀銀行ウェブサイト資料から作成 

17.基礎研究開発から事業化まで 
大学のシーズが事業となるまでには、いわゆる「死の谷」や「ダーウィンの海」という難関を越

える必要が指摘されており、継続的に資金を確保することが、ニュービジネス創出に当って重要。

 

〔出所〕情報通信研究機構資料から作成
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18.米国の法制度 
１． 1980 年スティーブンソン・ワイドラー技術革新法（Stevenson-Wydler Technology Innovation 

Act of 1980） 
本法律は、連邦政府の研究機関における成果の移転促進を初めて規定した。技術移転がその責務

として定められ、研究機関が研究成果の移転を促進するための窓口を設置すること等が義務付けら
れた。 
具体的には、研究機関が、①技術移転に対して積極的に関与すること、②各研究機関に付与され

た予算の一部を活用して、技術移転を行うこと、③各研究機関に研究技術応用局（Office of Research 
and Technology Application）を設立すること、などを課している。 
２．1980 年バイ・ドール法（大学および中小企業特許手続法）39（University and Small Business 

Patent Procedures Act of 1980） 
バイ・ドール法成立の背景には、当時、連邦政府が多くの特許を保有していたにも関わらず、実

際に商用・実用化されていたのは、わずかであったこと等が指摘されている。 
同法の制定以前は、連邦政府から資金の提供を受けて大学が研究を行った場合、研究成果に対す

る知的財産権は、一律、連邦政府のものとされていた。しかし、同法が制定されたことにより、連
邦政府の資金による研究・開発の成果である知的財産権は、研究開発主体である大学、研究機関、
企業に付与されることとなった。これにより、連邦政府資金によって実施された研究の成果は、大
いに事業化されるようになり、特に、大学における研究活動が活発化したと言われている。 
なお、権利保有者が技術移転を十分に行っていないと判断した場合、連邦政府は、「マーチインラ

イト（March-in rights）」 により、該当ラインセンスを第三者機関に付与する権限を保持するなど、
知的財産権の利用に係る権利を留保している。 
その後、バイ・ドール法は1982年の中小企業革新技術開発法、1984年の商標明確化法において一

部改正され、大企業にも適用されることとなった。 
〔出所〕「アメリカ合衆国における産学官共同研究及び技術移転に関する調査」（情報通信研究機構）等から作成 

19.米国国立科学財団の取組み 
国立科学財団（U.S. NATIONAL SCIENCE FOUNDATION：NSF）は、議会によって 1950 年

に設立された独立の連邦政府の機関であり、目的は科学の発展を推進すること、国民の健康、繁栄
および福祉を増進すること、国防を確固としたものとすること等としている。年間予算は約 70 億
ドルであり、米国の大学が行う基礎研究を支え約 20％の資金を供給している。また、教育や民間へ
の技術移転を進めるための事業も行っている。 

 
１．産学協同研究センター（I/UCRC） 

NSF は、1978 年から産学共同研究センター（I/UCRC）プログラムを実施し、大学の基礎研究と
産業の応用的技術ニーズをマッチさせるため、連携を促進する取組みを行った。1991 年には州政府
も加え、州レベルで産学官連携による技術移転を促進するため、NSF と全米知事会科学技術委員会
の合意により、州産学共同研究センター（S/IUCRC）が設立されることとなった。設立の目的は、
連邦政府・州政府の連携を推進し、地域企業の競争力強化や地域経済の発展に貢献することである。

NSFから2000年に出されたS/IUCRCプログラムに関する結果と影響の報告書においては、NSF
の正式な見解ではないと断ったうえで、以下の 2 点が述べられている。 
・州経済を発展させるという目標をある程度達成した。 
・たとえ理想的とはいえないプログラムが適用されたとしても、マッチング、技術移転、産業に適
した知的財産の提供、中心メンバーである中小企業への刺激という明確な要求は目標達成に寄与
したということが示された。 

 
２．産学連携のための助成金 
産学連携において産と学が相乗効果を生む支援をするため、産学連携のための助成金（Grant 

Opportunities for Academic Liaison with Industry：GOALI）は、プロジェクト助成金、フェロー
シップ/トレイニーシップによって、産と学との協力を促進している。特に、①教授・ポスドク・学
生が、産業へ結びつけることを意識した環境の中で研究を行い、経験を積むこと、②研究者やエン
ジニアが、学問の世界に対して、産業的な視点・統合的な技術をもたらすこと、③複数の研究分野
にまたがる大学と産業のチームが、研究事業を行うこと、を目的としている。 
これは、基礎研究、一般的な問題を解決する新しいアプローチ、革新的な産学連携教育プログラ

ムの発展、産学間で新しい知識を直接移転すること、といったハイリスク/ハイリターンの研究をタ
ーゲットとしている。 
 
 
 
                                                 
39 ただし、同法は、研究開発・商業化を通じた大学自体の財政収支改善を直接的な目的としてはいない。 
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３．中小企業技術革新・技術移転プログラム 
中小企業技術革新・技術移転プログラム（Small Business Innovation Research & Small 

Business Technology Transfer (Program Description)：SBIR/STTR）では、次の施策によって技
術革新を刺激している。 
・連邦政府の研究開発ニーズを満たすことに関する中小企業の役割を強化すること。 
・連邦政府にサポートされた研究結果の商業利用を増やすこと。 
・技術革新において、社会的経済的に困難な人や女性がオーナーをしている企業による参加を促

進し、奨励すること。 
このプログラムの主目的は、中小企業が最先端、高リスク、高度な科学・技術を引き受けるイン

センティブと機会を増やすこと、また、成功した場合に高い潜在的な経済的結果を得られる科学技
術教育研究を引き受けるインセンティブと機会を増やすことにある。STTR プログラムでは、中小
企業と非営利研究機関とのジョイントベンチャーの機会を含む官民のパートナーシップが拡大され
る40。 

SBIR/STTR は、バイオテクノロジー、化学、教育アプリケーション、情報通信術津、ナノテク
ノロジー、先端材料等について提案を受け付けている。 

 
（参考）「技術革新のためのパートナーシップ」事業の報告書（2005 年）における産学官連携の意義

◆ 技術革新のためのパートナーシップ・プログラムにおいては、NSF は大学、州政府、地方自
治体、民間部門、その他の関連組織とのパートナーシップを推進することによって、イノベー
ションを刺激し利用することを追及する。 

◆ パートナーシップには様々な組合せがあるが、体系的な方法においてイノベーションを起こ
すこと、各参加者の価値を高めることも可能である。 

◆ 民間企業は、利益につながる新しい知識や労働力へのアクセスを得る。 
◆ 大学は資金援助、知的財産からの収入、社会での職業訓練を受ける機会を得る。 
◆ 地方政府および州政府は、持続可能な地域経済の発展を得る。 
◆ 学生が職場に入っていくことにより、イノベーションが促進される。  

〔出所〕NSF ウェブサイト資料等から作成 

                                                                                                                                            
40 SBIR と STTR との大きな違いは、STTR は大学と研究機関の研究者が知的に重要な役割を演じるということである。大学

を拠点とする研究者は、研究所に雇われ続けられながらも、中小企業と協力することにより、商業的に有望なアイデアを外に

出すことができる。 
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20.産学連携の探求に関する指針（Guiding Principles for University-Industry Endeavors） 
従前、米国の産学連携に関するイニシアティブとしては、主要企業の幹部と大学の学長によって

構成されるビジネス高等教育フォーラム（Business Higher Education Forum）から、産学連携の
契約交渉および大学や企業のベストプラクティスを示した‘共同作業、知識創造’（Working 
Together, Creating Knowledge）などのガイドラインが公表されていた。 
これに対し、本指針は、産学連携の枠組みを見直すため、2006 年 4 月に全米大学事務官会議

（NCURA）と産業研究所（IRI）のジョイントプロジェクトによって策定されたもので、知的財産
の所有権やライセシングにかかる期間や係争を極力抑えること、かつ、産学の連携者ともに両者が
有益となることを目的として作成されたものである。 
本指針では、3つの基本原則が示されており、産学連携における取組みを体系的に整理し説明して

いる（3原則については下記参照）。また、本指針には別冊の「産学間の交渉における現在の研究」
（Living Studies in University- Industry Negotiations）が付属し、ライセシング契約やリサーチ・
パートナーシップの構築に関する個別のケーススタディを例示している。 
指針で示された原則と考慮すべき事項は次のとおり。また、破線内は別冊「産学間の交渉におけ

る現在の研究―産学連携の探求に関する指針の導入に関して―」の規定。 
 
＜産学連携の探求に関する指針＞ 
○原則 1：成功する産学コラボレーションは、パートナーのお互いのミッションをサポートする。

ミッションの対立は、結果的に失敗をもたらす。 
・ミッションのサポートへの貢献 
・産業界のミッションへの大学の貢献 
・大学のミッションへの産業界の貢献 
・大学における目的 
・産業界における目的 
・大学における制約 
・産業界における制約 
・基礎から応用の領域にまたがる知的財産所有権の区分 
・企業パートナーのビジネスモデルによる知的財産所有権の変化 

○原則2：組織のプラクティスと国家的資源は、産学間で適切な長期的パートナーシップの促進
に重点を置くべき。 

・長期的な関係は望ましい状態 
・個人の人間関係の向上 
（①研究者間の関係、②交渉人間の関係、③相互の組織間関係、④ハイレベル管理者間の関
係、⑤組織のプラクティスを通した個人関係の強化、⑥コミュニケーション、⑦ライセシ
ングの調整と支援研究の運営、⑧基本契約書の作成） 

○原則 3：産学は、交渉および計測結果の合理化によるコラボレーションから最大化された価値
に注目すべき。 

・長期的な産学コラボレーションを促進する枠組みの設置 
・互いの交渉がユニークかどうかの認識 
（①意図、目標、期待に関する事前評価、②選別、③ライセシングと研究交渉の区別、④基
本契約書、⑤人材教育）  

 
〔出所〕産学デモンストレーション・パートナーシップ・ウェブサイト資料から作成 
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21.ベーシック（The Bay Area Science and Innovation Consortium：BASIC） 
BASIC は、国内および国際的にも競争的な研究・開発において、サンフランシスコ・ベイエリア

の科学、技術およびイノベーションのリーダーシップを振興するための当該地域で唯一のコンソー
シアムであり、地域の主要なリサーチ・ユニバーシティ、国家的な研究所および独立した研究機関
からなる行動に重きを置いたコラボレーションである。 

BASIC の研究開発型のビジネスは、以下の 3 点を目的とする。 
①地域や州、連邦レベルにおける科学関連のイニシアティブの支援 
②科学技術計画の促進や他の研究開発機関と新たな英知の共有 
③ターゲットとされたアウトリーチの取組みを通して「人々が科学を享受すること」 

BASIC の特長は、取締役会の直接的なリーダーシップ、またベイエリアの科学、技術およびイノ
ベーションについてベイエリアでのリーダーシップを振興することにある。 

BASIC の 2008 年のミッションは、①最新の科学技術に関してローカルおよびグローバルのイノ
ベーション・ネットワークを創り出すこと、②イノベーションを促進するため、もしくはイノベー
ションを妨げる要因を特定すること、③イノベーション豊かな環境を推奨すること、が掲げられて
おり、それに対応したプロジェクトが進行している。 

〔出所〕BASIC ウェブサイト資料から作成 
以    上 

 




